
〜上⼗三・⼗和⽥湖広域定住⾃⽴圏情報〜

　上十三・十和田湖広域定住自立
圏圏域のイベント情報をお届けし
ます♪

みんな
で

出かけ
よう

　

市
民
の
皆
さ
ん
の
身
近
な
事
柄
を
取
り

上
げ
、
法
律
の
面
か
ら
弁
護
士
が
解
説
し

ま
す
。
今
回
は
「
交
通
事
故
の
保
険
の
仕

組
み
」
で
す
。

　

問
ま
ち
づ
く
り
支
援
課
☎
51
６
７
７
７

あ
な
た
の
街
の

法法
律律
相相
談談

～第33回～

三沢市
三沢基地航空祭

 多くの来場者で賑わう三沢航空祭。
F-2、F-16による飛行展示をはじめ、
地上展示や音楽祭など多彩な催し。

▼とき　９月10日㈰ 午前９時～

▼ところ　三沢基地内
問第３航空団司令部渉外室☎534121

野辺地町
ずっぱど！わっかど！産業まつり
　地元の方言で「たくさん」という
意味で、多彩なステージ、地元や近
隣市町村特産品、クラフト市開催。

▼とき　９月23日㈯ 、24日㈰ 
　　　　いずれも午前10時～

▼ところ　野辺地町中央公民館駐車場
問野辺地町商工会☎0175642164

おいらせ町

　百石まつりと下田まつりの山車が
イオンモール下田で合同運行。おい
らせ町ふるさと大使・原田氏の講演
会や、おいらくん10歳誕生会、花火
大会など多彩なイベント開催。

▼とき　９月30日 ㈯  午後１時～

▼ところ　イオンモール下田
問おいらせ町地域振興協議会
　☎ 0178564273

おいらせ秋祭り山車合同夜間運行

Ｑ
）
複
雑
す
ぎ
て
よ
く
分
か
り
ま
せ
ん
。

実
際
に
交
通
事
故
に
あ
っ
た
場
合
に
は
、

ど
う
す
れ
ば
い
い
の
で
し
ょ
う
か
。

Ａ
）
総
合
的
な
自
動
車
保
険
は
、
高
度
な

保
険
商
品
と
し
て
組
ま
れ
て
い
ま
す
。
ま

ず
は
、
あ
な
た
の
加
入
す
る
保
険
会
社
へ

よ
く
相
談
し
、
ど
の
よ
う
な
保
険
に
加
入

し
て
い
る
の
か
を
よ
く
確
認
の
上
、
あ
な

た
の
ケ
ー
ス
に
お
い
て
最
も
適
切
な
対
応

を
検
討
す
べ
き
で
す
。

（
文
責
・
弁
護
士　

鈴
木　

陽
大
）

い
ず
み
法
律
事
務
所　

☎
58
６
５
５
８

保
険
は
、
他
人
へ
自
動
車
の
修
理
費
用
な

ど
の
物
的
損
害
を
発
生
さ
せ
た
場
合
、
限

度
額
内
で
支
払
う
こ
と
が
出
来
ま
す
。
こ

れ
ら
は
、
保
険
会
社
が
示
談
代
行
を
行
っ

て
く
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

人
身
傷
害
保
険
は
、
あ
な
た
自
身
の
人

身
損
害
に
つ
い
て
、
あ
な
た
の
過
失
割
合

な
ど
に
関
わ
ら
ず
、
免
責
事
由
の
あ
る
場

合
を
除
き
、
あ
な
た
の
保
険
会
社
か
ら
、

保
険
金
を
受
取
る
こ
と
が
出
来
ま
す
。
車

両
保
険
は
、
交
通
事
故
を
含
む
偶
然
の
事

故
に
よ
る
あ
な
た
の
自
動
車
の
損
害
に
つ

い
て
、
あ
な
た
の
保
険
会
社
か
ら
、
保
険

金
が
支
払
わ
れ
ま
す
。

　

弁
護
士
費
用
特
約
は
、
例
え
ば
保
険
会

社
間
で
話
し
合
い
が
ま
と
ま
ら
ず
、
訴
訟

に
な
っ
た
場
合
な
ど
の
弁
護
士
費
用
を
一

定
の
範
囲
で
支
払
っ
て
く
れ
る
保
険
で
す
。

七戸町

　大型馬の迫力満点ばんえい競馬。

▼とき　９月10日㈰ 午前８時30分～

▼ところ　青森県家畜市場
問青森県畜産農業協同組合☎622125

東北馬力七戸大会

六戸町
第２回六興祭

　南部地域に伝統文化として受け継
がれている山車祭りと祭囃子の演奏
ほか、多彩なイベントを開催。

▼とき　９月17日㈰ 午前９時30分～

▼ところ　官庁街通り
問六興祭実行委員会事務局・藤村
　☎090-8788-1197

Ａ
）
強
制
的
に
加
入
す
る
保
険
で
す
。
あ

な
た
が
、
自
動
車
を
運
転
し
て
、
他
人
へ

ケ
ガ
な
ど
の
人
身
損
害
を
発
生
さ
せ
た
場

合
、
あ
な
た
が
負
う
損
害
賠
償
債
務
に
つ

い
て
、
一
定
の
限
度
額
内
で
、
保
険
金
を

支
払
う
も
の
で
す
。
被
害
者
か
ら
、
直
接
、

自
賠
責
保
険
会
社
へ
、
請
求
す
る
こ
と
も

出
来
ま
す
。
た
だ
し
、
自
動
車
の
修
理
費

用
な
ど
の
物
的
損
害
は
保
障
さ
れ
ま
せ
ん
。

Ａ
）
対
人
賠
償
保
険
、
対
物
賠
償
保
険
、

人
身
傷
害
保
険
、
車
両
保
険
な
ど
、
多
様

な
内
容
を
持
つ
総
合
的
な
自
動
車
保
険
で

す
。
強
制
加
入
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

対
人
賠
償
保
険
は
、
自
賠
責
保
険
の
限

度
額
を
超
え
る
損
害
賠
償
債
務
を
負
っ
た

場
合
な
ど
で
も
、
対
人
賠
償
の
限
度
額
内

で
支
払
う
こ
と
が
出
来
ま
す
。
対
物
賠
償

Ｑ
）
い
わ
ゆ
る
任
意
保
険
と
は
何
で
す
か
。

Ｑ
）
自
賠
責
保
険
と
は
何
で
す
か
。
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